
早島町

令和５年度移住・定住支援制度一覧（R5.8月時点）
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移住・定住支援制度 空き家情報

東京
10月

大阪
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大阪
2月

まちづくり企画課 ○

１　移住相談
窓口 担当部課 担当者名 連絡先

まちづくり企画課 竹並　良 086-482-0612

２　移住専門相談員の有無 名称 氏名 連絡先

４　市町村主催の体験ツアー 【ツアーの概要】

主な業務

３　お試し住宅の有無 整備年度 活用施設 利用単位 R3年度利用件数 うち移住件数

５　移住・定住支援制度

名　　称 目的・対象者・要件等 助成内容等

中小企業応援事業補助金
≪起業家支援事業≫

中小企業者等の新たな事業展開等を応援し、地域経済を支える中小企業
者等の競争力を高め、地域産業の振興に寄与することを目的に、起業予
定者等に対し補助金を交付する。

【対象者】
当該起業以前に事業を営んでいなかった中小企業者（個人に限る。）又は
当該起業以前に事業を営んでいなかった者によって設立された中小企業
者（会社に限る。）であって、当該起業に当たり、産業競争力強化法（平成
25年法律第98号）で認定された認定創業支援事業計画に基づいて創業支
援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受けた者（共同
経営者がいる場合は、その全員が当該要件を満たす者）

委託費（町内の店舗及び事務所に係る事業
計画書作成及び官公庁への申請書類作成に
係るものに限る。）、賃借料（町内の店舗、事
務所及び駐車場の賃借料に限る。）、町内の
店舗及び事務所に設置する機械装置費及び
備品費などの経費について補助
補助率：3分の2
限度額：40万円

空き家利活用助成事業 町内に所在する空き家の流動化を促進し、その有効活用による地域の活
性化と本町への定住人口の増加を図るため、空き家の改修や家財道具の
処分をするものに対して助成金を交付する。

【対象者】
　　・売買、賃貸又は無償で使用させる空き家を所有する人
　　・空き家を購入若しくは賃貸又は無償で使用する人であって、
　　次のいずれかに該当する人
　　(1)早島町へ定住の意思をもって移住しようとする者
　　(2)早島町に住民登録を有する者

【要件】
　 ・「早島町空き家情報バンク制度」に登録された戸建て住宅で、現に居住
　　していない又は近く居住しなくなる予定のものであること
　 ・３親等内の親族間による空き家の売買等でないこと
　 ・暴力団・暴力団員等でないこと
　 ・町税等の滞納がないこと
　 ・空き家の売買契約等成立後、6ヶ月以内に着手する事業であること

【改修助成】
空き家の居住部分の修繕工事及び設備改善
のための改修工事についての助成
補助率：改修工事費用の3分の1
限度額：30万円

【家財整理助成】
空き家の家財道具の搬出処分及び清掃等に
ついての助成
補助率：対象事業費の2分の1
交付限度額：20万円

小児医療費助成制度 　子育て世帯の負担軽減のため、子どもが医療機関を受診した場合の医
療費（保険診療分）の自己負担分を助成する。

【対象者】
　 ・早島町に居住する中学校３年生までの児童

※令和５年７月１日から以下のとおり対象者を拡大する。
【対象者】
　・早島町に居住する満１８歳に達する年度末までの子ども（ただし、婚姻し
ている人、社会保険の本人である人は除く。）

その他

移住支援金制度 東京圏から早島町に移住した人で、岡山県が実施するマッチングサイトに
移住支援金対象として掲載された求人に就業した人、または起業支援金
の交付決定を受けた人に支援金を交付する。

単身で移住した世帯：60万円
世帯で移住した世帯：100万円

学校給食への
アレルギー対応

事前申請により、特定原材料等２５品目について、原因食物の除去の実
施。


